
 
 

 

  

    

恵庭市補足版 確認申請マニュアル  

[木造一戸建て住宅]  

   
 

（令和７年（２０２５年） ４月 作成）  

令和７年４月１日施行の改正建築基準法・建築物省エネ法に対応した恵庭市独自

の内容について国のマニュアルを補足するものです。  

対象は木造一戸建て住宅（在来軸組工法）です。  
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法改正に合わせて国土交通省が発行した確認申請・審査マニュアル等は以下のとおり公表され

ていますので、確認申請書類等の作成の参考にしてください。  

本書は、国のマニュアルにない北海道の内容や恵庭市の確認申請窓口に提出いただく際の留意

点等を補足するものです。確認申請等の際に申請者側、審査者側の双方の負担軽減のため、参考

にしていただけると幸いです。  

国土交通省作成マニュアル  

■建築基準法関係  

申請・審査マニュアル（ダイジェスト版）【第３版】  申請・審査マニュアル【第３版】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建築物省エネ法関係  

省エネ基準適合義務制度の解説【第２版】               設計・監理資料集（住宅版） 
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Ⅰ 申請先一覧等  

１．申請窓口一覧  

申請及び建築相談は特定行政庁もしくは民間確認検査機関のいずれかに、申請者が選択して申

請を行ってください。省エネ性能適合性判定申請も同様です。  
  

 特定行政庁一覧 

窓口  住所・電話番号  審査対象  

恵庭市建設部建築指導課 

※限定特定行政庁  

恵庭市京町 85-2 

第２庁舎 ３階  

Tel:0123-33-3131 

恵庭市内の物件で以下のものに限る。  

・新２号建築物のうち、木造の建築物

で、地階を除く階数が２以下である

もの、延べ面積が 300 平方メートル

以下のもの及び高さが 16 メートル以

下のもの  

・新３号建築物  

・施行令 148 条に規定する工作物  

・上記建築物に設置する建築設備 

石狩振興局産業振興部建設

指導課建築住宅係 

札幌市中央区北３条西７丁

目６階  

Tel:011-204-5833  

工作物、建築設備（限定特定行政庁の

審査対象を除く） 

北海道建設部住宅局建築指

導課建築基準グループ  

札幌市中央区北３条西６丁

目９階  

Tel:011-204-5578   

上記以外の全ての物件  

 
 
北海道知事指定確認審査機関（石狩管内） 

窓口  住所・電話番号  主な審査対象  

一般財団法人 北海道建築

指導センター 

 

札幌市中央区北 3 条西 3 丁

目 1 番地 

札幌北三条ビル 8F 

TEL:011-241-189 

用途が住宅（併用住宅、長屋住宅及び

共同住宅 を含む。）で床面積が 500 平

方メートル以内の建築物の確認、中間

検査及び完了検査。 

株式会社 サッコウケン 

札幌市中央区南 1 条東 2 丁

目 6 番地 

大通バスセンタービル 2 号

館 9F 

TEL:011-887-6585 

床面積の合計が 10,000 平方メートル以

内の建築物の建築確認、検査。 
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２．建築確認手続きが必要な規模（建築物）  

下表の区分により主な確認申請等の要否を確認してください。  
  

構造・階数 規模 工事種別 

都市計画区域内 

右欄以外 防火・準防火地域 

１号建築物特殊建築

物（旅館、店舗、飲

食店、児童福祉施設 
等） 

当該用途の床 面 積 
が 200 ㎡を超える

もの 
新築 ○ ○ 

増築,改築,移転 ○ ○ 

 
10 ㎡以内 － ○ 

大規模な修繕・模様

替え ○ ○ 

用途変更 ○ ○ 

新２号建築物すべて

の構造の建築物 
（用途問わず） 

階数が２以上 
又は床面積 200 ㎡
を超えるもの 

新築 ○ ○ 

増築,改築,移転 ○ ○ 

 
10 ㎡以内 － ○ 

大規模な修繕・模様

替え ○ ○ 

新３号建築物すべて

の構造の建築物 
（用途問わず） 

平屋かつ床面積 200
㎡ 以下のもの 新築 ○ ○ 

増築,改築,移転 ○ ○ 

 
10 ㎡以内 － ○ 

大規模な修繕・模様

替 － － 
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【参考】確認申請が必要な建築物の区分と申請先（都市計画区域内の場合）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１号、新２号建築物の場合】  

・省エネ基準対象の建築物は仕様基準を活用する場合は確認申請時に審査をします。 

・省エネ適合性判定を申請する場合、省エネ適合性判定通知書の提出が必要です。 
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Ⅱ 確認申請に添付する書類の改正点  

１．確認申請時に必要な書類の合理化  

改正建築基準法の全面施行時（令和７年４月１日）において、旧４号建築物のうち、審査省略対象から

外れるものについては、提出図書等の合理化が図られます。  

旧４号から新２号に移る建築物のうち、仕様規定のみで構造安全性を確認する計画については、必要事

項を仕様表等に記載することで、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び軸組図の添付が省略できるなど、

添付図書の合理化が図られています。  

  

【参考】改正前後の提出書類の変更点  
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２．省エネ基準を仕様基準による場合の必要書類（住宅のみ）  

詳細は国土交通省作成のテキストをご覧ください。  

種別  記載項目  記載する設計図書の例  

外皮  

仕様基準の対象部位  平面図、断面図  

建築物の種類（建て方）  平面図  

部位の構造及び工法    平面図、断面図  

平面図、断面図  平面図、断面図  

断熱材の施工法  平面図、断面図  

部位の熱貫流率  平面図、断面図、熱貫流率計算書  

部位の断熱材の熱抵抗値  仕様書、平面図、断面図  

開口部の熱貫流率  仕様書、平面図  

窓の日射熱取得率  仕様書、平面図  

ガラスの日射熱取得率  仕様書、平面図  

付属部材の有無  平面図、断面図  

ひさし、軒等の有無  断面図、立面図  

暖房設備  暖房方式  仕様書、平面図  

暖房設備の種類及びその効率  仕様書、平面図  

冷房設備  冷房方式  仕様書、平面図  

冷房設備の種類及びその効率  仕様書、平面図  

換気設備  比消費電力  仕様書  

換気方式  仕様書、平面図  

ダクトの内径  仕様書、平面図  

電動機の仕様  仕様書  

照明設備  非居室の照明設備の種類  仕様書、平面図  

給湯設備  給湯機の種類  仕様書、平面図  

給湯機の効率等  仕様書  

  

上表に示す建材又は設備機器等の種別や性能値等を設計図書に記載する際は、当該性能値等は、国立研

究開発法人建築研究所が定めＨＰ上で公開する技術情報 

（https://www.kenken.go.jp/becc/、以下「建研技術情報」という。）に記載する JIS 等の規格に基づく

種別、性能値等であることが必要となる。このため、設計図書等には性能値等の根拠となる規格等に関す

る情報を明示することが必要となる。  

    

https://www.kenken.go.jp/becc/
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３．省エネ基準を省エネ適合性判定による場合の必要書類  

省エネ適判を受けている場合は、申請者が省エネ適判機関から発行される省エネ適合性判定通知書を、

建築確認申請を行っている建築主事等に提出する必要があります。  

      

 

 

 

 

 

４．設計住宅性能評価等により省エネ適判を省略する場合  

設計住宅性能評価を受ける場合（長期優良住宅の認定書及び長期使用構造等の確認書を提出する場合も

同様）は、申請者が建築主事等に宣誓書を提出する必要があります。  

期日までに評価書を提出できない場合は、宣誓書を取り下げ、省エネ適判を申請する必要があります。  

   

  

提出が必要な書類  

・省エネ適合性判定通知書またはその写し （省エネ適判機関等が発行したもの）  

・計画書またはその写し（省エネ適判機関の確認印があるもの） 
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Ⅲ 確認申請の様式  

１．確認申請書の様式について  

令和７年４月１日から様式が改正されます。  

確認申請様式の記載例と注意事項は参考資料３．「確認申請様式の記載例と注意事項」をご覧ください。  

 

建築申請書の第三面と第四面の改正部分  
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【参考】第三面留意点  
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２．確認申請の添付書類について 

 確認申請図書における合理化については、Ⅱ.１.「確認申請時に必要な書類の合理化」にて記載していま

すが、恵庭市に確認申請図書を提出する場合は、国土交通省が発行した確認申請・審査マニュアル第２章 

２．「確認申請図書の作成例」及び３．「確認申請図書（参考）」を参考に、これまでの確認申請図書の他、

仕様規定の範囲で構造安全性を確認できる建築物については、必要事項を「仕様表」に記載することで

「基礎伏図」「各階床伏図」「小屋伏図」及び「軸組図」の添付を省略し、添付書類の合理化を図るともに

審査の省力化にご協力ください。 

  

 確認申請図書の主な添付図書一覧 

● 計画概要・付近見取図・内部仕上表・外部仕上表・仕様表 

● 求積図・地盤面算定表・配置図 

● 平面図 

● 立面図・断面図（断面図は矩計図でも可） 

● 構造詳細図 

● 壁量判定用床面積・見付面積計算表 

● 壁量判定・耐力壁図 

● 四分割法判定 

● 柱頭柱脚金物判定 

● 給排水衛生・電気設備図 

● 換気・採光計算書 
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３．様式チェックリスト  

国では木造一戸建て住宅の確認申請に必要な図書の例を作成しており、図面に明示すべき事項を建築基

準法施行規則１条の３からチェックリスト形式で掲載しています。北海道においてもチェックリストを作

成しておりますので申請図書の作成時に活用ください。 

2 階建の木造一戸建て住宅（軸組工法）等の 

確認申請チェックリスト【北海道版】 

ダウンロードページ   

 

【参考】国マニュアルのチェックリストの例 
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Ⅳ 図面記載例の補足とよくある指摘  

１．共通事項  

（１） 図面の描写    

 ・線種、線幅が同一で記載内容が不明瞭（パソコンの画面上は色分けされているが、 

印刷では見づらい）  

（例）配置図－軒先ラインと排水経路の記載が同一 

    平面図－バルコニー部分の開口部と袖壁部分の記載が同一 玄関框と間仕切り壁の記載が同一  

    立面図－タイル割の記載があり出隅・入隅が不明瞭  

・寸法、文字の記載が小さい、重なっていて読めない  

・算出根拠が不明な数値を記載している  

（例）平均天井高さの記載があるが、計算式を記載していない  

  

（２） 面積、数値の端数処理  

・敷地面積、建築面積、床面積、途中計算は省略せずに合計した後、小数点以下第３位を切捨  

・壁量計算等構造の床面積は切上げ  

・建蔽率、容積率は、小数点以下第３位以下を切上 

・上記以外は不利な方に切上げ、切捨て  

(例)採光計算（法第 28 条）について    室面積（切上げ）/７＝必要採光面積（切上げ）  

   設計採光面積＝採光補正係数（切捨て）×建具面積（切捨て）  

  

（３） 図面の記載内容について  

・確認申請図書の作成例（ダイジェスト版、詳細版共）は記載例なので個々の内容により必要に応じて加

筆・削除して作成して下さい。  

・一の図面に各内容を記載することにより図面が繁雑となり見えづらくなる場合は、他の図面に内容を記

載する、もしくは、別図面を作成することが考えられます。  

（例）平面図（縮尺 1/100 程度）に外部建具の下記の内容を全て記載すると、以下の記載が必要に

なると考えられます。凡例でまとめて記載できる場合は内容を省略できますが、各仕様がそれ

ぞれ違う場合は各内容についての記載が必要となります。  

・建具記号、建具形態、建具サイズ、開放角度、取付高さ、採光補正係数のｄ寸法  

（法第 28 条の採光、換気計算に必要な記載）  

（令第 116 条の２第１項第二号の計算に必要な記載）  

・建具サッシ枠、ガラス、庇等の付属部材等の仕様（省エネ基準に必要な記載）  

・防火設備の記載（防火・準防火地域内で延焼の恐れのある部分の開口部）等  

・建築物規模、計画内容にもよりますが、必要に応じて、次の①～③を参考に図面を作成して下さい。  

①平面図に建具記号を記載して、別図で建具表を作成する  

②平面図の縮尺を拡大する（縮尺 1/50）  

③省エネ基準については別図を作成する 
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（４）建築確認申請図書の記載内容の重複について  

・設計図書に記載する内容が各図面に重複して記載されている場合がありますが、必要以上に記載する必

要ありません。  

（例）面積表（敷地面積、建築面積、各床面積、建蔽率、容積率等）を配置図、求積図、平面図それ

ぞれに記載   →面積の訂正があった場合、配置図、平面図の訂正も必要になります。  
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２．図面の記載例と注意事項  

 

  

マニュアル  
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マニュアル  

  

 

 

 

 

 
 

火気使用室の内装 
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率の小数点以下第３位以下を切上げ。  
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よくある指摘  

・建蔽率、容積率の小数点第３位を四捨五入または切捨てしている（小数点第３位以下切上げ） 

・建築物配置の寸法が一箇所しか記載していない。  

・排水経路、放流先（下水道、集落排水）の記載がない。  

・敷地地盤の高低差があるのに法面、構造物の記載が無い。  

・敷地内外（建築物周囲共）の地盤高低差の記載が無い。  

  →高低差がある場合は平均地盤を算出  

・容積率は法第 52 条第１項（用途地域による容積率）、法第 52 条第２項（前面道路の幅員による容積

率）の規定によるが、２項の検討がされていない場合が多い。  

・道路中心線を車道部分の中心線で記載している。（歩道含む全体幅員の中心）  

・敷地に道路が 2 以上接道している場合は、幅員の最大のものを前面道路とする。  

・道路と敷地に高低差があり、建築物から道路に通じる階段や傾斜路等の有効な通路等が設けられてい

ない場合は、敷地が接道しているとはいえない。  
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よくある指摘  

・屋外部分の用途（ポーチ、テラス、物干し場、自転車置場等）を記載していない。  

 （用途により床面積に算入する必要があります。）  

・建築、床面積算出用の寸法に一部記載もれがある。  

・平面図と 24 時間換気の計画図書とが整合していない。  

(例) 平面図には納戸の建具に通気措置を計画しているが、24 時間換気計算では換気対象外として計

算している。  

・防火、準防火地域内で延焼の恐れのある範囲内にある屋根、外壁、軒天、開口部（局所換気、24 時間

換気等含む）の仕様が記載されていない。  
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よくある指摘  

・バルコニー開放性の記載が無い。（床面積に不算入の場合）   

・軒の出寸法の記載が無い。  

・小庇の寸法を柱芯ではなく壁面から記載している。（建築面積は芯からの出寸法で確認する） 

  ※省エネの日射遮蔽対策として認められる有効な庇、軒等は外壁からの出寸法なので注意  

・最高の軒高が不明瞭である。（小屋組、登り梁等で形成しているかの記載がない）  
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３．省エネ適合を仕様基準による場合の図面の記載例と注意事項  

仕様基準では外皮の部位の断熱性能について、「①熱貫流率基準（Ｕ値）」又は「② 断熱材熱抵抗基準

（Ｒ値）」のいずれかで評価する必要がありますが、①については部位を構成する断熱材や面材などを、

②については断熱材のみ設計図書上に明示してください。なお、断熱材等の建材の熱物性値に係る根拠資

料を添付することが求められます。  

窓や設備の記載例については、省エネテキスト 109 ページ以降を参考にしてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネテキスト  
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４．完了検査時によくある指摘等  

（１）よくある指摘  

・確認申請にないカーポートが建てられている、建築物位置が変更している等、確認申請と異なる状態

となっている。  

※工事監理者の完成確認が十分でない可能性があります。完了検査申請に先立って、軽微変更の協

議、計画変更等の手続きを行ってください。  

・階段手摺が施工されていない。  

・24 時間換気の給排気機が確認申請に添付してある書類、カタログと一致していない。  

・外部サッシの位置変更、サイズ変更、取りやめ等を軽微な変更として記載がない。  

・準防火地域内で防火設備、換気口のＦＤが現場で確認出来ない場合（吹抜け、屋外の高所に設置して

ある）に写真・書類（出荷証明書）の準備がしていない。  

・完了検査申請書に添付する工事写真は、スケール・黒板等を使用して、撮影した内容、箇所が判別で

きる写真として下さい。現地で見せていただく写真についても同様です。  

 

 

 

 

 

 

・完了検査申請を行う際は、申請書に省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書（省エネ基

準工事監理報告書）を添付する必要があります。なお、特定行政庁によっては、別途、様式を定めて

いることもあるため、実際の完了検査申請を行う際には、事前に、特定行政庁や指定確認検査機関に

確認してください。  

 

  

【省エネ仕様基準の参考様式】  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考様式（仕様基準）】国土交

通省 HPに Excel ファイルデー

タで掲載されています   

https://www.mlit.go.jp/ju 

takukentiku/house/04.html  

(例) 箇所：基礎－Ｘ〇通り、Ｙ〇通り、内容：立上り配筋、上下主筋１―Ｄ１３、縦筋Ｄ１０

＠２００   箇所：１階－X〇通り、Y〇通り、 内容：柱脚金物 15KN ホールダウン金物  

  箇所：１階－X〇通り、Y 〇～△通り間、 内容：面材耐力壁、構造用合板 9.0ｔ 釘打ち間隔Ｎ

50＠150ｍｍ 

https://www.mlit.go.jp/ju
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（２）完了検査ができない場合  

確認申請と相違が大きい場合、現地検査を中止し、計画変更の手続き及び完了検査の再申請となる場

合がありますので、工事監理者は必ず副本と整合を行ってから完了検査申請を提出してください。  

※新２号建築物では屋外の給排水設備等の工事も検査の対象となりますので、図面記載の工事が全て

完了したことを工事監理者が確認した上で、完了検査の申請をお願いします。  

  

（３）完了検査前の使用制限について  

１号建築物と新２号建築物は検査済証が交付された後でないと使用はできません。  

※新２号建築物に確認申請が必要な規模の同一棟増築等（新築を除く）で工事中も使用する場合は、

「共同住宅以外の住宅」及び「居室を有しない建築物」を除き、仮使用認定が必要です。  

※新２号建築物の新築で、同一敷地内の既存住宅の解体が計画に含まれている場合、工事完了（既存

住宅の解体）前に新２号建築物を使用するには仮使用認定が必要です。  
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Ⅵ 参考資料 

１．大規模な修繕・大規模な模様替え  

１号建築物及び新２号建築物で、大規模な修繕・大規模な模様替えを行う場合、確認申請が必要です。  
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２．省エネ基準に係る確認申請書類に添付する図書等のチェックリスト 
 省エネ基準に係る確認申請書類に添付する図書は、以下のチェックリストを活用し作成ください。 
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３．確認申請様式の記載例と注意事項  
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